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資料１第１１回資料１より

生鮮食品の表示について

○製品に近接した掲示（ばら売り） ○容器包装への表示

千葉県産
茨城県産
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１．現状

(1) ＪＡＳ法上の生鮮食品と適用される表示基準

農産物

畜産物 水産物

玄米・精米

農産物、畜産物・・生鮮食品品質表示基準を適用

（ただし袋詰めされた玄米・精米・・玄米及び精米品質表示基準を適用）

水産物・・生鮮食品品質表示基準に加え、水産物品質表示基準を適用
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第９回資料２より

参考１：ＪＡＳ法における生鮮食品の範囲（混合）

牛カルビ＋
牛塩タン

キャベツ千
切り＋カッ
トレタス＋
コーン（加
工品）

メバチマグ
ロ赤身＋
ゆでだこ

加工品を
混合

－

野菜

魚

切断
前

牛塩タン

コーン缶詰

ゆでだこ

加工品

メバチマグ
ロ赤身＋ミ
ズダコ（生）

メバチマグ
ロ赤身＋メ
バチマグロ
中トロ

メバチマ
グロ赤身

刺身

牛ロース
肉

キャベツ
千切り

単品

牛カルビ＋
牛ロース

キャベツ千
切り＋赤
キャベツ千
切り

同種混合

牛カルビ＋
豚ロース

スライス
肉

キャベツ千
切り＋カッ
トレタス＋
タマネギ千
切り

カット野
菜

異種混合

：現行の生鮮・加工の分類の線引き

：生鮮食品扱い ：加工食品扱い
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第４回資料２より

参考２：ＪＡＳ法における生鮮食品の範囲（乾燥）

【現状】

○米穀、雑穀、豆類については生鮮食品扱い

○その他の農林水産物については、加工食品扱い

【上記の考え方】

・米穀、雑穀、豆類の「乾燥」工程：

農林水産業生産者による収穫後の調整、選別、水洗い等の作業の一
環として必ず行われる

・その他の農林水産物の「乾燥」工程：

生鮮品の付加価値向上（保存性や食味向上、料理適正の獲得）のため
に行われるものであり、性格が異なることから、上記考え方をとってい
る。
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第９回資料１を修正

(2) 生鮮食品品質表示基準の表示事項＝名称＋原産地

名称：一般的名称を記載

原産地：下表のとおり

輸入品国産品

・原産国名を記載（水域名を併記するこ
とができる。）

・水域名又は地域名（主たる養殖場が属す
る都道府県名をいう。）を記載。水域名の
記載が困難な場合は水揚港名又は水揚港
が属する都道府県名を記載することができ
る。）

水産物

・原産国名を記載・国産である旨を記載（主たる飼養地が属
する都道府県名、市町村名その他一般に
知られている地名を原産地として記載する
ことができる。）

畜産物

・原産国名を記載（一般に知られている
地名を原産地として記載することができ
る。）

・都道府県名を記載（市町村名その他一般
に知られている地名を原産地として記載す
ることができる。）農産物
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(3) 水産物品質表示基準の表示事項＝「解凍」＋「養殖」

（解凍表示）

冷凍したものを解凍したものである場合、「解凍」の旨表示。

（養殖表示）

養殖※されたものである場合、「養殖」の旨表示。

消費期限

○○○○

紅さけ（カナダ産、養殖、解凍）

○○県○○市○○

○○○

○○○○
保存温度 4℃以下

（株）○○○○店

加工日

100ｇ当たり正味量（ｇ）

○○○○ ○○○円

価格（円）

（表示例）

※「養殖」とは、幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、
出荷するまでの間、給餌することにより育成することをいう。
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(4) 玄米・精米品質表示基準の表示事項＝
名称＋原料玄米＋内容量＋精米年月日＋販売者

（表示様式及び表示例）

名称 精米
産地 品種　 産年 使用割合
○○県 ××ヒカリ １６年産 100%

内容量 ５ｋｇ
精米年月日 １７年○月○日
販売者 ○○米穀株式会社　

○県○市○○
電話０１２３（４５）６７８９

原料玄米

※生産者が消費者に直接米を販売する場合も表示が必要。

※※容器包装されていない米については、生鮮食品品質表示基準に従い名称＋
原産地の表示が必要。
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(5) 加工食品と比較した表示基準の対象範囲

対象外（業者間取引）対象（農協、卸売業者等）流通段階

対象外対象容器包装され
ていないもの
（対面販売、ば
ら売り等）

対象外対象外設備を設けて
飲食

対象外対象外（容器包装された
玄米・精米は対象）

生産者直売

加工食品生鮮食品
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第９回資料１より

(6) 生鮮食品の名称、原産地の表示の実施状況

水産物
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資料：総務省調査（食品表示に関する行政評価・監視結果報告書 平成１５年１月）適正 不適正

畜産物
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２．問題点及び検討課題

(1) 表示基準の対象範囲

○加工食品については、ばら売りや対面販売については表示義
務がないのに対し、生鮮食品には表示義務がある。このため、

・小規模小売店 ・直売所 等についても、表示が必要。

○表示実施状況をみると、量販店では既に１００％近い表示実
施率であるのに対し、専門店では、十分に原産地表示がなされ
ていない。

○店舗の形態によっては、「店主に聞けばわかるので表示は必
要ない」という意見もある。

課題１：生鮮食品の表示基準の対象範囲について、見直す必要
はないか。
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(2) 複数種類の生鮮食品を詰め合わせた場合の原産地表示方法

現行規定：異なる種類の生鮮食品で、複数の原産地のものを詰め合わせ
た場合、原産地はそれぞれの生鮮食品の名称に併記する。

※切断したものの盛り合わせ（カットフルーツミックス）は加工食品。

例：果物盛り合わせ（切断していないもの）→すいか（熊本県）、りんご（青森県）、
バナナ（フィリピン）、・・・）

問題点

○生鮮食品の詰め合わせは店頭で行われる場合も多く、その組み合わせは
一定していない。

○多種類の生鮮食品を詰め合わせた場合、全ての生鮮食品に名称と原産地
を表記するのは困難な場合もある。（包装の外部から詰め合わせ内容は確認
可能）

課題２：複数種類の生鮮食品を詰め合わせた場合の実行可能
な表示方法を検討する必要はないか。
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(3) 複数の原産地のものを混合した場合の原産地表示方法

現行規定：複数の原産地のものを混合した場合、多い順に全て記載。

問題点

○特売品等の山積み販売の場合、複数県の商品を同時に販売するため、
原産地を多い順に全て正確に記載することは困難。

○マグロのすき身、挽肉、刺身切り落としなど、複数産地由来のものを混合
して販売する場合、原産地を多い順に正確に全て記載することは困難。

課題３：複数の原産地のものを混合販売する場合の実行可能な
表示方法を検討する必要はないか。

加工食品の原料原産地表示では、複数の原産地のものを混合使用する場
合には、３位以下を「その他」とする等の表示方法を認めている。
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(4) 記載する原産地の決定方法

課題４：記載すべき原産地があいまいな場合があり、考え方を
整理する必要はないか。

例１）複数の原産地をまたがる場合

○県境を超えて農地を有する農業者が生産した農産物については、現状で
は農地の所在地を原産地として記載する（属地主義）こととされているが、実
際には農業者が所属する農協に一括して出荷するなど、厳密に分けて管理
することが困難な場合がある。

○同様な例として、以下のようなものがある。

・県境を超えて集荷し、処理される鶏（食肉処理場で混合して処理）

・産地市場に集荷された農産物（県境、市町村境を超えて持ち込まれた農産
物が、産地市場の所在地を原産地として出荷）

・浜値の高い港に水揚げされる水産物（Ａ県沖で捕れたとらふぐを下関に水揚
げ） 等
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例２）種子、種苗等を他地域から導入する場合

○養殖水産物の場合、種苗（稚魚等）生産地と、養殖地が異なる場合があ
る。［現状：養殖地が原産地］

（例：香川はまち（九州から稚魚を入手し香川で養殖）、愛媛かき（広島から
稚貝を導入し愛媛で養殖））

○他県で製造したり、輸入した菌床しいたけの菌床を用い、別の県でしいた
けを栽培し、販売する例も存在。［現状：栽培した県が原産地］

○国内栽培の農産物の場合、種子は外国で採取したものを使用する場合も
多い。［現状：栽培した県が原産地］

（例：ホウレンソウの種子は、大半が外国で採取したもの）
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例３）輸入される農畜水産物の場合

○輸入される農畜水産物の原産国については、その根拠を通関の際の書類
（輸入申告控等）に頼らざるをえないのが現状。

○一方、以下の例のように、輸入される前に複数の国を経由する生鮮食品も
存在。

・Ａ国で栽培、収穫された農産物をＢ国経由（単なる船舶・航空機の変更の場
合などは除く）で輸入→「Ｂ国産」

・Ａ国で産まれ育った牛をＢ国でと畜、ブロックにして輸入→「Ｂ国産」

・水産物の場合、採捕された国と切り身、冷凍した国が異なる場合が多いが、
切り身の形態によって通関上の原産国が異なる。（３枚おろしの場合切り身に
した国が、２枚おろしの場合採捕した国が原産国）
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(5) 生鮮魚介類

○原産地の表示方法として、水域名、漁港名、都道府県名、輸入国名等が
混在。

○従来日本で食されていなかった外国の魚介類等が増加し、一部名称が誤
認を与える場合が存在。（水産庁ガイドラインで整理されている。）

○養殖水産物の表示

・カキ、ノリなど、一般に養殖であると認識されていながら、ＪＡＳ法上養
殖の定義に該当しないものの取扱い。

・養殖の形態が様々である中での「主たる養殖場」の考え方。

課題５：生鮮魚介類の表示について、わかりやすく見直す必要
はないか。
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(6)  玄米・精米

○容器包装された玄米・精米については、生鮮食品品質表示基準が適用さ
れず、独自の表示方法となっている。（加工食品同様、一括表示様式が
示されている）

（玄米・精米独自の表示事項）

・原料玄米の内訳（産地、品種、産年）

・精米年月日

○多様な消費者の志向に従い、ブレンド米、無洗米等、さまざまな形態の米
が販売されている。

課題６：玄米・精米の表示について、わかりやすく見直す必要は
ないか。


